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序

手
形
行
為
を
す
る
に
当
た
り
、
自
己
を
一
ぶ
す
名
称
(
通
称
、
そ
の
者
を
表
す
も
の
と
し
て
既
に
慣
用
さ
れ
て
い
る
名
称
を
含
む
)
の
代

h

り
に
、
使
用
許
諾
を
受
け
た
他
人
名
義
を
用
い
る
こ
と
が
あ
る
の
は
、
良
く
知
ら
れ
た
事
実
で
あ
る
。

取
引
停
止
処
分
を
受
け
た
者
が
、
自
分
の
名
前
で
は
銀
行
・
手
形
取
引
が
で
き
な
い
た
め
他
者
の
名
義
を
借
り
て
手
形
取
引
を
行
な
っ

た
り
、
信
用
の
あ
る
他
人
の
名
義
を
、
手
形
の
信
頼
性
を
作
出
す
る
た
め
に
利
用
し
た
り
、
そ
の
目
的
は
色
々
で
あ
る
が
、
手
形
面
上
に

表
示
さ
れ
る
の
は
実
際
に
手
形
行
為
を
し
た
名
義
借
用
人
の
名
称
で
は
な
く
、
名
義
の
使
用
許
諾
を
し
た
者
の
名
称
で
あ
る
た
め
、
そ
の

よ
う
な
内
情
を
知
ら
ず
に
手
形
を
受
け
取
っ
た
第
三
者
に
対
す
る
名
義
使
用
許
諾
者
の
責
任
が
問
題
と
な
る
。

こ
れ
は
、
商
法
二
三
条
の
「
名
板
貸
人
の
責
在
」
と
手
形
債
務
の
問
題
と
し
て
、
判
例
上
、
及
び
学
説
上
、
こ
れ
ま
で
様
々
な
検
討
が

加
え
ら
れ
て
き
た
問
題
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
に
詳
細
な
学
説
上
の
議
論
が
行
な
わ
れ
た
結
果
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
名
義
貸
与
者
の
責
任
を
認
め
る
要
件
、
理
論
構
成
、

効
果
、
名
義
借
用
者
の
責
任
と
の
関
係
等
に
つ
い
て
、

一
通
り
、
諸
説
考
え

F

万
が
一
不
さ
れ
た
感
が
あ
る
。

一
方
、
こ
れ
ま
で
当
然
と
思
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
対
し
て
、
新
た
な
視
点
か
ら
の
検
討
を
迫
る
見
解
も
出
て
き
て
い
る
。

本
稿
は
、
商
法
二
三
条
と
手
形
行
為
と
の
関
係
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
の
判
例
・
学
説
の
見
解
を
筆
者
な
り
の
見
解
か
ら
整
理
し
、
紹
介

し
か
し
、

す
る
と
と
も
に
、
併
せ
て
筆
者
の
意
見
を
加
え
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

た
だ
、
筆
者
の
力
不
足
か
ら
、
検
討
す
べ
き
全
て
の
点
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
こ
れ
ま
で
十
分
検

討
さ
れ
て
き
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
諸
先
輩
の
先
生
方
の
業
績
に
大
幅
に
依
拠
さ
せ
て
戴
い
た
こ
と
を
最
初
に
お
断
り
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

商
法
二
三
条
と
手
形
行
為

五
五



五
六

他
人
名
義
の
手
形
行
為
・
名
板
貸

名
板
貸
と
手
形
行
為

商
日
方
自
由
主
義
を
採
用
す
る
我
が
留
の
商
法
の
も
と
で
は
、
商
人
は
ど
の
よ
う
な
商
号
を
使
用
す
る
の
か
に
つ
い
て
の
選
択
の
自
由
が

あ
り
、
ま
た
、
自
分
の
氏
名
・
商
号
を
使
用
し
て
営
業
を
為
す
こ
と
を
他
人
に
許
諾
す
る
こ
と
も
自
由
で
あ
る
。
自
己
の
氏
・
氏
名
・
商

日
ヴ
な
ど
の
名
称
を
使
用
し
て
営
業
を
為
す
w

」
と
を
他
人
に
許
諾
す
る
、

い
わ
ゆ
る
名
板
貸
が
行
な
わ
れ
た
と
き
に
、
自
己
を
営
業
主
と
誤

認
し
て
取
引
を
為
し
た
者
に
対
し
、
そ
の
取
引
に
よ
っ
て
生
じ
た
僚
務
に
つ
き
、
そ
の
他
人
と
連
帯
し
て
弁
済
す
べ
き
こ
と
を
定
め
る
商

法
二
一
一
一
条
の
規
定
は
、
昭
和
一
一
一
一
年
の
商
法
改
正
で
新
設
さ
れ
た
条
文
で
あ
り
、
筒
口
方
自
由
主
義
と
外
観
に
信
頼
し
た
第
三
者
の
保
護
と

の
調
整
を
は
か
る
た
め
に
、
禁
反
一
言
の
法
理
と
同
じ
思
想
か
ら
、
名
義
の
貸
与
者
の
資
怪
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
証
券
の
記
載
の
外
観
が
極
め
て
重
視
さ
れ
る
手
形
に
お
い
て
、
他
人
の
名
義
を
使
用
し
て
手
形
行
為
が
行
わ
れ
た
と
き
に
も
、

そ
の
外
観
を
信
頼
し
た
第
三
者
の
保
護
が
同
様
に
問
題
に
な
る
c

営
業
に
つ
い
て
の
名
義
の
使
用
許
諾
が
な
さ
れ
た
と
き
に
、
そ
れ
に
基

づ
い
て
他
人
名
義
の
手
形
行
為
が
な
さ
れ
た
場
合
に
生
じ
る
問
題
が
、
本
稿
で
検
討
す
る
名
板
貸
と
手
形
行
為
と
の
問
題
で
あ
る
c

他
人
名
義
の
手
形
行
為
1
1
1
1
1
行
為
者
の
手
形
債
務
・
商
法
二
三
条
の
適
用
と
の
関
係

他
人
名
義
の
手
形
行
為
に
つ
い
て
、
名
根
貸
責
任
と
の
関
係
で
ま
ず
問
題
と
な
る
の
は
、
他
人
名
義
使
用
者
自
身
の
手
形
行
為
が
成
立

す
る
か
否
か
で
あ
る
。
商
法
二
三
条
は
、
名
板
貸
人
の
責
任
を
、
「
自
己
ノ
氏
、
氏
名
又
ハ
商
号
ヲ
使
用
、
ン
テ
営
業
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
他
人



ニ
許
諾
シ
タ
ル
者
ハ
自
己
ヲ
営
業
主
ナ
リ
ト
誤
認
シ
テ
取
引
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ニ
対
シ
其
ノ
取
引
ニ
因
リ
テ
生
一
ジ
タ
ル
債
務
ニ
付
其
ノ
他
人

ト
連
帯
、
ン
テ
弁
済
ノ
責
ニ
任
ズ
」
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
手
形
債
務
に
つ
い
て
の
名
板
貸
人
の
責
任
を
認
め
る
た
め
に
は
そ
の
前

提
と
し
て
名
板
貸
人
の
手
形
債
務
が
成
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。

手
形
署
名
に
用
い
ら
れ
る
名
称
は
、
行
為
者
の
氏
名
や
商
号
だ
け
で
な
く
、
行
為
者
を
表
示
し
、
そ
の
同
一
性
を
確
認
で
き
る
名
称
で

あ
れ
ば
、
通
称
・
雅
回
す
な
ど
で
も
差
支
え
な
い
と
解
さ
れ
て
お
り
、
学
説
、
判
例
上
異
論
は
見
ら
れ
な
い

つ
ま
り
、
行
為
者
の
氏
名
等
で
な
く
て
も
、
通
常
の
取
引
に
お
い
て
通
称
等
と
認
め
ら
れ
る
程
度
に
慣
用
性
を
も
っ
て
使
用
さ
れ
て
い

る
も
の
な
ら
ば
行
為
者
の
署
名
と
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
問
題
は
そ
こ
ま
で
至
っ
て
い
な
い
名
称
を
使
用
し
た
場
合
(
特
に
、
他
人

名
義
の
使
用
)
に
は
ど
の
よ
う
に
解
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
手
形
の
債
務
内
容
だ
け
で
な
く
、
手
形
署
名
に
つ
い
て
も
手

形
客
観
解
釈
の
原
則
を
守
る
立
場
か
ら
は
、
そ
の
名
義
が
行
為
者
自
身
の
通
称
・
別
名
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
っ
て
行
為
者
の
署
名
が

あ
る
と
言
え
る
も
の
と
解
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
手
形
客
観
解
釈
の
原
則
(
手
形
行
為
の
文
書
性
)
は
手
形
行
為
者
の
決
定
に
関
し
て
は
働
か
な
い
と
す
る
立
場
か
ら
は
、

自
己
の
名
称
と
し
て
他
人
の
名
義
を
利
用
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
行
為
者
の
手
形
名
義
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
、
行
為
者
の
手
形
行
為

に
よ
る
債
務
負
担
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

後
者
の
見
解
を
と
れ
ば
I

l

-

-

私
見
と
し
て
は
こ
ち
ら
の
見
解
を
支
持
し
た
い
が

l
l
i
、
商
法
二
三
条
に
関
し
て
、
名
板
貸
人
の

責
任
は
名
板
貸
人
が
責
住
を
負
う
こ
と
を
前
提
要
件
に
し
て
い
る
と
い
う
解
釈
を
採
っ
て
も
、
手
形
行
為
に
つ
き
商
法
二
三
条
が
適
用
さ

れ
得
る
こ
と
へ
の
障
害
は
無
い
。

さ
ら
に
、
商
法
二
三
条
に
よ
る
名
板
貸
人
の
責
任
は
、
名
板
貸
人
の
責
任
の
成
立
と
は
無
関
係
に
成
立
す
る
と
解
釈
す
る
こ
と
記
可
能

商
法
二
一
二
条
と
手
形
行
為

五
七



五
人

で
あ
る
と
解
さ
れ
る
の
で
、
そ
う
す
れ
ば
、
た
と
え
前
者
の
見
解
を
と
っ
た
と
し
て
も
、
手
形
行
為
に
つ
い
て
商
法
二
一
一
一
条
が
適
用
さ
れ

得
る
こ
と
に
は
変
り
が
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
許
諾
を
得
て
他
人
の
名
称
を
使
用
し
て
い
る
場
合
に
、
そ
の
行
為
者
自
身
の
手
形
行
為
に
基
づ
く
手
形
債
務
の
成
立

を
認
め
る
か
杏
か
に
よ
っ
て
、
手
形
行
為
へ
の
商
法
二
三
条
の
適
用
の
可
能
性
が
左
右
さ
れ
る
訳
で
は
な
い
と
考
え
る
。

他
人
名
義
使
用
手
形
行
為

l
l
!
そ
の
他
の
場
合

1 

機
関
に
よ
る
手
形
行
為
代
行

l
i
l
表
見
的
機
関
代
行

自
分
の
銀
行
取
引
に
用
い
る
た
め
に
許
諾
を
得
て
他
人
の
名
称
を
使
用
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
と
類
似
す
る
の
は
、
他
人
に
代
っ
て
、

そ
の
他
人
か
ら
手
形
行
為
に
つ
い
て
の
権
限
を
与
え
ら
れ
て
、
他
人
の
名
称
を
使
っ
て
「
他
人
の
た
め
の
代
行
機
関
と
し
て
」
手
形
行
為

を
す
る
場
合
で
あ
る
。
両
者
の
違
い
は
、
前
者
に
あ
っ
て
は
実
際
の
行
為
者
は
自
分
自
身
の
た
め
に
手
形
行
為
を
し
て
お
り
手
形
取
引
の

主
体
と
な
る
意
思
を
・
有
し
て
い
る
が
、
後
者
に
あ
っ
て
は
実
際
の
行
為
者
は
自
分
が
手
形
取
引
の
主
体
で
あ
る
と
い
う
意
識
は
な
く
、
専

ら
手
形
一
行
為
権
限
を
自
己
に
対
し
て
付
与
し
た
と
こ
ろ
の
他
人
の
た
め
に
行
動
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
自
分
の
氏
名
を
用
い
て
手
形
行
為

を
す
る
こ
と
を
他
人
に
許
諾
す
る
と
い
う
と
き
に
は
こ
つ
の
場
合
が
あ
る
こ
と
は
、
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
各
板
貸
関
係

が
あ
る
場
合
に
は
、
署
名
の
代
行
を
行
う
こ
と
は
予
定
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
場
合
の
他
人
名
義
の
手
形
行

為
は
、
前
者
の
範
騰
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
名
義
使
用
許
諾
者
の
責
任
は
、
機
関
に
よ
る
手
形
行
為
の
理
論
か
ら
直
接
に
は
導
か
れ
な

し

つ

偽

造

!

被

偽

造

者

の

責

任



上
述
の
い
ず
れ
の
場
合
と
も
異
な
り
、
他
人
名
義
の
(
自
分
の
た
め
の
使
用
の
)
使
用
許
諾
を
得
ず
に
、
も
ち
ろ
ん
手
形
行
為
代
行
の

権
限
も
有
す
る
こ
と
な
く
勝
手
に
名
称
を
使
用
し
て
手
形
行
為
を
し
た
場
合
に
は
手
形
の
偽
造
で
あ
り
)
、
実
際
の
行
為
者
は
手
形
法
八
条

の
類
推
に
よ
る
寅
慌
を
負
い
、
名
称
を
無
断
で
使
用
さ
れ
た
他
人
は
、
そ
の
よ
う
な
偽
造
が
行
な
わ
れ
る
に
付
き
帰
寅
事
由
が
あ
る
場
合

に
表
見
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
に
と
ど
ま

名
名
板
貸
と
手
形
行
為
板
貸
の
手
形
行
為
へ
の
適
用
可
能
性

手
形
行
為
が
な
さ
れ
る
類
型
i

l

i

-

-

判
例
の
類
担

他
人
の
名
称
の
使
用
許
諾
を
得
て
、
手
形
行
為
を
す
る
に
あ
た
り
、
自
己
を
表
示
す
る
も
の
と
し
て
そ
の
(
他
人
の
)
名
称
を
慣
用

し
た
場
合
に
は
、
実
際
の
手
形
行
為
者
に
は
彼
自
身
の
手
形
行
為
が
成
立
し
、
手
形
債
務
を
負
う
も
の
と
解
釈
し
う
る
こ
と
は
既
に
見
た

通
り
で
あ
る
。
問
題
は
、
そ
の
よ
う
な
名
称
が
記
載
さ
れ
た
手
形
を
信
頼
し
て
受
取
っ
た
者
に
対
し
て
、
名
称
の
使
用
許
諾
(
名
板
貸
)

を
与
え
た
者
に
何
ら
か
の
責
任
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

商
法
二
三
条
と
手
形
行
為
と
の
関
係
を
考
察
す
る
際
に
は
、
名
義
使
用
の
態
様
を
幾
つ
か
の
基
準
で
分
け
て
考
察
す
る
の
が
適
当
で
あ

る
そ
し
て
、
分
類
に
当
た
っ
て
は
、
商
法
二
三
条
で
の
名
板
貸
人
の
責
任
が
認
め
ら
れ
る
要
件
を
手
が
か
り
に
す
る
の
が
良
い
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
c

名
板
貸
の
責
任
要
件
と
し
て
は
、
〔
ニ
営
業
に
つ
い
て
の
名
義
使
用
の
許
諾
、
〔
一
一
〕
営
業
主
と
し
て
の
外
観
、
〔
一
二
〕
第
三
者
の
誤
認
、

商
法
二
一
一
一
条
と
手
形
行
為

五
九



六
O

の
三
つ
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
)
。

〔
一
〕
は
、
名
板
貸
人
の
帰
責
要
件
で
あ
り
、
こ
れ
と
の
関
係
で
、
名
義
使
用
が
営
業
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
場
合
と
、
そ
う
で
な
い
場

合
と
に
分
け
ら
れ
る
。
次
に
、
〔
一
ニ
と
の
関
係
で
、
第
三
者
の
誤
認
が
、
名
義
貸
与
者
の
営
業
主
た
る
外
観
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
場

ム
口
と
、
そ
う
で
な
い
場
合
と
に
区
別
さ
れ
る
。

こ
れ
ま
で
、
名
板
貸
と
手
形
行
為
に
関
す
る
判
例
の
類
型
化
は
、
〈
一
〉
名
義
の
使
用
が
営
業
に
つ
い
て
許
諾
さ
れ
(
名
板
貸
が
な
さ
れ
て

そ
の
名
板
借
入
の
営
業
に
関
し
て
手
形
行
為
が
な
さ
れ
た
場
合
、
〈
二
〉
営
業
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
手
形
取
引
(
手
形
行
為
)
に
関
し

て
だ
け
名
義
使
用
が
許
諾
さ
れ
た
場
合
を
大
別
し
、
そ
し
て
、
〈
一
〉
と
類
似
す
る
が
、
〈
一
二
〉
営
業
に
つ
い
て
名
板
貸
が
な
さ
れ
た
が
、

営
業
行
為
と
は
無
関
係
に
名
板
借
入
に
よ
っ
て
手
形
行
為
が
な
さ
れ
た
場
合
を
〈
一
〉
と
〈
一
一
〉
の
中
間
形
態
と
し
て
観
念
す
る
と
い
う

か
た
ち
で
行
な
わ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
町
、
ひ
と
ま
ず
こ
れ
に
従
っ
て
主
要
な
判
例
を
拾
っ
て
み
よ
う
。

〈
一
〉
の
場
合
、
つ
ま
り
営
業
に
つ
い
て
の
名
義
の
使
用
許
諾
が
な
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
常
業
に
関
し
て
手
形
取
引
が
行
な
わ
れ
れ
ば
、

そ
れ
に
よ
っ
て
発
生
す
る
手
形
債
務
に
つ
き
、
商
法
二
一
二
条
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
判
例
と
し
て
昭
和
四
二
年
二
月
九
日
の
最
高

裁
判
断
一
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
類
型
に
関
し
て
は
名
義
貸
与
者
の
責
任
を
商
法
二
三
条
に
よ
っ
て
認
め
て
い
く
と
い
う
点
で
判

例
の
対
立
は
見
ら
れ
な
い
。

最
高
裁
判
所
は
、
「
商
法
二
三
条
は
名
板
借
入
と
取
引
行
為
を
し
た
第
三
者
が
名
板
貸
人
を
営
業
主
と
誤
認
し
た
場
合
に
お
い
て
、
右

第
三
者
を
し
て
右
名
板
貸
人
に
対
し
右
取
引
の
責
任
を
追
求
す
る
こ
と
を
え
せ
し
め
、
右
第
三
者
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ

た
規
定
で
あ
る
か
ら
、
右
認
定
の
ご
と
く
上
告
人
が
訴
外
A
の
行
為
に
つ
い
て
商
法
二
一
一
一
条
の
責
任
を
負
う
べ
き
以
上
上
告
人
は
、
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上
告
人
の
意
思
に
基
づ
か
ず
し
て
上
告
人
名
義
を
も
っ
て
振
り
出
し
た
本
件
手
形
に
つ
き
善
意
の
第
三
者
で
あ
る
被
上
告
人
に
対
し
そ
の

支
払
い
の
責
に
任
ず
べ
き
も
の
と
解
さ
れ
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
こ
れ
と
同
旨
で
あ
る
原
審
の
判
断
は
正
当
で
あ
る
。
」
と
判
示
し
た
。

つ
ま
り
名
義
の
使
用
許
諾
が
営
業
に
つ
い
て
で
は
な
く
手
形
取
引
(
行
為
)
に
関
し
て
な
さ
れ
た
場
併
の
、
名
義
貸

〈二
v

の
場
合
、

与
者
の
責
任
に
関
す
る
判
例
の
見
解
は
分
れ
て
い
る
。

名
義
貸
与
者
の
責
任
に
つ
き
、
判
断
の
形
態
は
様
々
で
あ
る
が
(
名
義
借
用
者
を
署
名
の
代
行
機
関
的
に
捉
え
る
・
名
板
貸
を
類
推
す

る
・
民
法
一

O
九
条
及
び
商
法
二
一
一
一
条
の
規
定
の
趣
旨
の
類
推
・
商
法
二
三
条
の
法
意
な
ど
)
、
名
義
貸
与
者
の
責
任
を
肯
定
す
る
判
例

が
多
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
が
、
最
高
裁
判
所
は
昭
和
四
二
年
六
月
六
日
の
判
決
に
お
い
て
、
自
己
の
商
号
、
名
称
を
使
用
し
て
当
座
預
金
取
引
、
及
ぴ
手

形
行
為
を
す
る
こ
と
を
許
諾
し
て
い
た
と
い
う
事
案
に
つ
き
、

「
商
法
二
三
条
に
い
う
営
業
と
は
、
事
業
を
営
む
こ
と
を
い
い
、
単
に
手
形
行
為
を
す
る
こ
と
は
こ
れ
に
含
ま
れ
な
い
と
解
す
べ
き
と

こ
ろ
、
前
記
確
定
事
実
に
よ
れ
ば
、
前
記
許
諾
は
訴
外
会
社
の
営
業
で
あ
る
繍
維
製
品
販
売
業
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
が

明
ら
か
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
同
条
は
、
他
人
の
氏
名
商
号
等
を
用
い
て
常
業
を
し
た
者
(
営
業
主
)
が
第
三
者
と
の
取
引
に
お
い
て
債

務
を
負
担
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
氏
名
、
商
号
等
の
使
用
を
許
諾
し
た
者
に
対
し
て
も
、
営
業
主
の
右
債
務
に
つ
き
連
帯
責
任
を
負

担
さ
せ
る
こ
と
を
定
め
た
も
の
と
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
手
形
行
為
の
本
質
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
あ
る
者
が
氏
名
、
務
号
等
の
使
用
を
許
諾

し
た
者
の
名
義
で
手
形
上
に
記
名
押
印
し
て
も
、
そ
の
者
自
身
と
し
て
の
手
形
行
為
が
成
立
す
る
余
地
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
そ
の
者
は

手
形
上
の
債
務
を
負
担
す
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
名
義
人
が
そ
の
者
と
連
帯
し
て
手
形
と
の
債
務
を
負
担
す
る
こ
と
も
あ
り
得
な
い
か
ら
、

こ
の
点
か
ら
見
て
も
、
手
形
行
為
上
自
己
の
氏
名
商
号
等
を
使
用
す
る
こ
と
を
許
諾
し
た
に
す
ぎ
な
い
考
に
つ
い
て
は
、
同
条
は
適
用
さ

商
法
二
三
条
と
手
形
行
為

ム

ノ、
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れ
な
い
も
の
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
C

」
と
し
て
、
商
法
二
一
一
一
条
に
よ
り
名
義
貸
与
者
の
賓
任
を
認
め
た
原
判
決
を
破
棄
差
戻
し
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
手
形
署
名
行
為
の
解
釈
に
関
す
る
理
論
的
な
問
題
点
の
指
摘
が
相
次
軒
、
そ
の
後
も
少
数
の
判
例
を
除

こ
の
四
二
年
六
月
六
日
最
高
裁
判
決
に
従
わ
な
い
下
級
審
判
例
が
松
次
い
で
出
さ
れ
、
商
法
二
三
条
の
準
用
、
あ
る
い
は
類
推
適

v' 用
に
よ
り
、
ま
た
民
法
一

O
九
条
の
綴
推
適
用
に
よ
っ
て
名
義
貸
与
者
の
手
形
上
の
責
任
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が

あ
ろ
う
。

〈
一
一
一
〉
の
類
型
、
す
な
わ
ち
名
義
使
用
許
諾
は
営
業
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
が
、
そ
れ
と
は
無
関
係
に
行
な
わ
れ
た
手
形
行
為
に
関
す
る

判
例
と
し
て
、
昭
和
五
五
年
七
月
一
五
日
段
高
裁
判
泌
が
あ
る
。
そ
の
事
案
で
は
、
名
板
借
入

(
A
)
が
、
営
業
に
付
き
許
諾
さ
れ
た
名

称
(
「
精
華
住
機
器
大
森
晴
男
」
)
を
用
い
て
、
営
業
と
無
関
係
に
頭
金
口
座
を
開
設
し
、
そ
の
名
称
に
よ
る
約
束
手
形
を
振
出
し
た
の
で

あ
る
が
、
最
高
裁
判
所
は
以
下
の
よ
う
に
判
示
し
て
商
法
二
三
条
の
類
撤
適
用
を
認
め
た
。

「
右
事
実
関
係
の
許
で
は
、

A
に
「
精
彩
住
機
器
大
森
晴
男
」
を
冠
し
た
自
己
の
名
称
を
使
用
し
て
営
業
を
合
む
こ
と
を
許
諾
し
た
上
告

人
が
、
右
の
名
称
慌
用
を
許
諾
し
た
営
業
の
範
閣
内
と
認
め
ら
れ
る
ガ
ス
配
管
工
事
は
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
そ
の
他
の
燃
料
の
販
売
を
業
務
内

容
と
す
る
訴
外
会
社
の
営
業
の
た
め
に
上
告
人
名
義
で
振
り
出
さ
れ
た
本
件
手
形
に
つ
き
、

A
が
右
の
名
称
を
使
用
し
て
営
業
を
営
む
こ

と
が
な
か
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
に
そ
の
名
称
で

B
銀
行
支
店
と
の
間
で
開
設
し
た
当
座
勘
定
取
引
口
座
を
利
用
し
た
前
記
振
り

出
し
名
義
の
約
束
手
形
が
無
事
決
済
さ
れ
た
き
た
状
況
を
縫
か
め
た
よ
で
そ
の
裏
書
譲
渡
を
受
け
た
被
上
告
人
に
対
し
、
商
法
二
三
条
の

規
定
の
類
推
適
用
に
よ
り
、
手
形
金
の
支
払
い
義
務
が
あ
る
も
の
と
し
た
原
審
の
判
断
は
、
正
当
と
し
て
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
所

論
引
用
の
判
例
(
最
高
裁
昭
和
一
二
九
年
(
オ
)
第
八
一
五
号
同
四
一
一
年
六
月
六
日
第
三
小
法
廷
判
決
・
裁
判
集
八
七
号
九
四
一
項
)
は
、

本
件
と
事
案
を
異
に
し
適
切
で
な
い
。
」



(
1
)

鴻
e

商
法
総
別
(
補
正
絞
)
一
八
八
一
頁
。

(
2
)

名
板
貸
に
関
す
る
著
書
は
紘
め
て
多
い
。
全
般
に
関
し
て
の
詳
紙
な
研
究
と
し
て
米
沢
一

B

名
絞
貸
」
川
一
国
・
民
商
法
雑
誌
五
開
巻
四
号
、

同
・
名
板
俊
一
責
任
の
法
理
が
あ
る
。
ま
た
、
以
下
に
掲
げ
る
も
の
の
他
の
文
献
に
つ
い
て
は
、
そ
こ
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
を
参
照
さ
れ
た

い
。
末
弘
-
名
義
貸
与
者
の
責
任
」
法
律
時
報
一
四
巻
了
一
一
号
。
実
方
「
名
板
貸
契
約
一
法
律
時
報
二
四
巻
五
号
、
向
「
名
紋
貸
の
責
任
」

法
学
教
室
五
日
方
。
伊
沢
「
名
板
貸
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
七
O
号
。
米
津
「
名
板
貸
人
の
寅
任
」
法
研
間
五
巻
二
一
号
。
松
日
ぬ
「
名
板
貸
人
の
責
任
」

商
法
の
判
例
。
永
井
「
申
告
板
貸
人
の
寅
任
」
商
法
の
争
点
。

(
3
)

田
中
(
昭
)
「
商
法
二
三
条
と
手
形
行
為
」
甲
南
法
学
九
巻
一
・
二
号
一
二
三
一
町
長
。
黄
・
下
級
商
事
判
例
評
釈
(
昭
和
問
。
年
一
四
朗
年
)

間
三
六
頁
。

(
4
)

多
数
説
で
あ
る
。
鴻
「
努
名
と
記
名
捺
印
」
手
形
法
小
切
手
d

法
講
座

(
1
)

一
二
五
札
口
、
、
ま
た
、
大
判
大
一

0
・
七
・
二
一
一
氏
録
二
七
戦

一
一
一
二
八
夏
、
最
判
昭
和
四
一
一
了
一
二
・
ご
了
民
集
二
二
巻
一
一
一
一
長

d

二
九
六
三
頁
。

(
5
)

鴻
・
前
注
(

4

)

0

大
塚
・
法
協
八
七
巻
五
号
六
五
二
一
六
五
一
一
一
政

r

(
6
)

鈴
木
「
手
形
の
偽
造
・
変
造
」
(
伊
沢
還
勝
記
念
)
判
例
手
形
法
小
切
手
法
一
一
一
九
夜
、
向
っ
手
形
行
為
の
解
釈
」
法
協
八

O
巻
二
号
一

六
一
一
一
賞
以
下
む
大
間
以
「
手
形
行
為
者
の
名
称
」
商
法
の
諸
問
題
一
一
-
五
七
一
良
。
減
戸
・
法
政
研
究
四
八
巻
一
ニ
・
四
号
六
七

O
演
。
伊
沢
(
和
)

「
手
形
外
観
(
骨
骨
観
)
解
釈
の
原
則
の
妥
当
綴
川
崎
」
八

0
年
代
総
事
法
の
諸
問
題
は
、
緒
川
僚
的
に
、
行
為
者
の
内
心
の
意
思
を
議
視
す
べ
き
こ

と
を
説
く
っ

(
7
)

江
頭
「
名
板
貸
人
名
義
の
偽
造
手
形
に
つ
い
て
商
法
一
一
一
一
一
条
の
適
用
が
認
め
ら
れ
た
事
例
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
五
五
号
]
二
四
頁
。
加
美
・

判
例
時
報
九
九
八
号
一
八
三
頁
。
服
部
・
商
法
総
則
一
二
八
点
。

(
S
)

鴻
会
前
一
ば

(
4
)

一
一
ニ
入
賞
。
過
去
の
判
例
に
お
い
て
こ
の
点
に
つ
き
的
確
に
指
摘
し
た
も
の
と
し
て
高
松
高
判
昭
和
…
一
一
九
・
一
・
一
一
二

高
民
集
一
七
巻
)
回
万
一
一
一
円
)
頁
、
判
例
略
報
三
七
五
一
良
が
あ
る
c

そ
こ
で
は
、
っ
被
控
訴
人
は
、
右
許
諾
は
控
訴
人
の
著
名
を
代
行
す
る
方
法
で

手
形
を
振
わ
出
す
包
括
的
代
調
収
機
を
与
え
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
己
民
主
張
す
る
け
れ
ど
も
、
凡
そ
、
他
人
に
対
し
、
自
己
の
著
名
を
代
行
す

る
方
法
で
法
律
行
為
を
為
す
権
限
を
与
え
る
こ
と
は
へ
そ
の
他
人
が
代
理
人
で
あ
る
か
機
関
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
)
、
自
己
の
た
め
に
す
る
意
思
、

務
去
一
(
{

一
二
条
と
手
形
行
為

←ムーー
ノ、



六
回

す
な
わ
ち
、
自
己
が
そ
の
行
為
の
主
体
で
あ
る
と
い
う
意
思
の
存
在
を
要
素
と
す
る
の
に
た
い
し
、
他
人
に
対
し
、
単
に
自
己
の
氏
名
を
用
い

て
法
律
行
為
を
為
す
こ
と
を
許
諾
す
る
こ
と
は
、
右
の
意
思
を
欠
い
て
い
る
か
ら
、
両
者
は
観
念
的
に
も
異
な
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
J

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
判
例
は
、
単
に
自
己
の
氏
名
を
用
い
て
手
形
行
為
(
銀
行
取
引
)
を
す
る
こ
と
を
許
諾
し
た
者
の
責
任
を
、

民
法
一

C
九
条
と
商
法
二
三
条
の
趣
旨
を
類
推
す
る
こ
と
に
よ
り
認
め
、
更
に
、
そ
の
よ
う
な
理
論
構
成
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
第
三
者
の
範

聞
は
、
氏
名
の
許
諾
に
基
づ
い
て
為
さ
れ
た
法
律
行
為
l
l

こ
の
事
件
で
は
手
形
の
振
出
行
為
I
l
l
-
の
直
接
の
相
手
方
に
限
る
こ
と
も

明
言
し
て
い
る
(
「
j
i
-
-
-
右
の
相
手
方
は
振
り
出
し
を
受
け
た
者
、
す
な
わ
ち
振
出
人
か
ら
直
接
手
形
を
取
得
し
た
者
に
限
定
せ
ら
れ
る
と

解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」
)
0

(
9
)

こ
れ
が
、
法
律
的
に
有
効
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
鴻
・
前
注

(
4
)

一
四
三
頁
以
下
参
照
。

(
叩
)
本
人
の
許
諾
が
な
く
て
も
第
三
者
か
ら
凡
て
正
当
な
権
限
あ
り
と
考
え
ら
れ
る
と
き
に
表
見
機
関
に
よ
る
手
形
行
為
を
認
め
る
学
説
も
あ

る
。
鈴
木
・
前
説

(
6
)
。

(
日
)
偽
造
の
概
念
は
多
様
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
こ
の
よ
う
に
解
し
て
お
く
。
本
間
・
民
商
六
一
巻
五
号
八

O
入
頁
は
、
行
為
者
自
身
で
は
な

い
名
称
を
表
示
し
て
手
形
行
為
を
し
た
場
合
を
、
ハ
門
自
己
を
表
示
す
る
た
め
の
表
示
、
口
表
示
さ
れ
た
名
義
人
の
代
理
又
は
代
行
者
と
し
て
の

表
示
、
臼
全
く
加
熱
権
限
に
著
名
を
な
し
、
そ
の
他
人
に
手
形
上
の
責
任
を
負
わ
し
め
る
た
め
に
な
し
た
表
示
、
と
い
う
一
一
一
つ
に
分
け
、
最
後
の

も
の
が
偽
造
で
あ
る
と
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
見
解
が
妥
当
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

(
ロ
)
永
井
「
手
形
行
為
と
商
法
二
三
条
」
中
央
大
学
百
周
年
記
念
論
文
集
三
二

O
頁
は
、
表
見
偽
造
が
認
め
ら
れ
る
場
合
の
要
件
に
付
き
、
手

形
学
説
(
交
付
契
約
説
、
発
行
説
、
創
造
説
)
ご
と
に
要
件
の
検
討
を
行
な
っ
て
お
り
、
示
唆
に
富
む
。

(
日
)
米
沢
・
名
板
貸
責
任
の
法
理
七
一
一
氏
以
下
に
詳
し
い
。
ま
た
、
外
観
法
理
に
つ
い
て
は
、
喜
多
・
外
観
優
越
の
法
理
に
法
理
全
般
に

わ
た
っ
て
の
詳
織
な
研
究
が
発
表
さ
れ
て
い
る
c

(
叫
)
な
お
、
永
井
・
前
注
(
臼
)
一
一
二
六
百
以
で
は
、
〈
二
〉
の
中
を
、
自
己
の
当
座
預
金
講
座
を
利
用
し
て
手
形
行
為
を
す
る
こ
と
を
許
諾
し

た
場
合
と
、
銀
行
取
引
・
手
形
取
引
に
自
己
の
名
義
の
使
用
を
許
諾
し
た
場
合
と
に
分
け
る
が
、
前
者
に
あ
っ
て
は
後
者
以
上
に
表
見
代
理
に

よ
る
理
論
構
成
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
由
と
さ
れ
て
い
る
。
同
旨
、
中
馬
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
五
四
口
万
一
一
一
一
一
員
。



(
日
)
判
時
四
八
三
口
万
六

O
賞
、
判
タ
二

O
六
号
九
三
頁
、
八
歳
法
一
五
回
号
一

O
頁。

(
時
)
一
般
論
と
し
て
は
、
商
法
二
三
条
の
名
板
貸
人
の
責
任
は
、
そ
の
者
の
営
業
の
範
囲
内
に
つ
い
て
の
み
責
任
を
負
う
(
最
判
昭
和
三
六
・

一
一
了
五
民
集
一
五
巻
一
一
号
二
六
五
二
頁
)
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
原
則
と
し
て
、
手
形
が
振
り
出
さ
れ
た
元
に
な
っ
た
営
業
と
、

名
義
使
用
が
許
諾
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
営
業
は
等
し
い
こ
と
が
要
求
さ
れ
よ
う
。
な
お
、
商
号
の
使
用
を
許
諾
し
た
者
の
営
業
と
、
被
許
諾
者
の

営
業
と
の
業
種
が
異
な
る
場
合
に
、
商
法
二
三
条
の
責
任
を
認
め
た
判
例
と
し
て
、
最
判
昭
和
四
一
一
了
六
・
二
二
民
集
二
二
巻
六
号
一
一
七
一

頁
(
間
判
決
の
評
釈
と
し
て
、
赤
堀
・
法
協
八
六
巻
七
号
八
三
四
頁
等
)
が
あ
る
。

(
打
)
前
注
(
日
)
の
判
例
と
同
旨
の
も
の
と
し
て
、
大
判
昭
和
六
・
五
・
九
新
聞
三
二
七
三
号
八
頁
、
神
戸
地
判
昭
和
二
八
・
八
・
二
九
下
民

集
四
巻
八
口
万
一
一
一
一
一
一
一
頁
、
名
古
屋
高
判
昭
和
三
二
・
一
二
・
一
回
高
民
集
一

O
巻
二
一
号
六
九
九
頁
、
福
岡
高
判
昭
和
四
二
・
一
一
・
一
一

判
時
五
二
二
号
七
九
頁
、
新
潟
地
判
昭
和
四
五
・
六
・
一

O
判
時
六
二
三
号
一

O
O
頁
、
大
阪
地
判
昭
和
四
六
・
五
・
二
七
判
タ
二
六
六
号
二

六
四
頁
、
東
京
地
判
昭
和
五
二
・
四
・
二
七
判
時
八
六

O
号
一
四
九
頁
。

(
国
)
そ
の
大
半
が
当
度
額
金
取
引
に
関
し
て
の
名
義
使
用
許
諾
で
あ
る
。

(
刊
日
)
東
京
地
判
昭
和
三
凶
・
三
・
二
八
判
時
一
八
二
号
二
四
賀
(
銀
行
口
座
の
開
設
と
手
形
行
為
に
つ
い
て
の
名
称
使
用
許
諾
。
使
用
許
諾
者

が
、
自
己
名
義
の
手
形
振
出
し
を
承
諾
し
た
こ
と
に
よ
り
手
形
債
務
負
担
意
思
が
無
い
も
の
と
は
い
え
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
名
称
使
用

許
諾
者
の
手
形
責
任
肯
定
)
、
東
京
地
判
昭
和
三
七
・
六
・
二
二
金
法
三
一
六
号
五
貰
(
子
が
自
己
の
名
で
金
融
機
関
と
当
際
預
金
取
引
契
約

を
結
び
、
約
束
手
形
を
振
出
す
こ
と
を
許
諾
し
て
い
た
。
自
己
の
署
名
の
代
行
機
関
と
し
て
手
形
の
振
出
し
を
承
諾
し
て
い
た
も
の
理
解
)
、

東
京
地
判
昭
和
三
七
・
九
・
一

O
判
時
三
二
一
一
号
七
一
氏
(
自
己
の
当
座
取
引
口
座
を
利
用
し
て
の
手
形
振
出
し
を
許
諾
。
名
板
貸
責
任
を
類
推

し
て
口
座
利
用
許
諾
者
の
責
任
肯
定
、
た
だ
し
、
名
板
借
入
を
し
て
本
人
の
署
名
の
代
行
機
関
で
あ
る
と
判
示
す
る
点
に
お
い
て
、
疑
問
が
残

る
判
決
で
あ
る
)
、
京
都
地
判
昭
和
一
一
一
九
・
一
一
・
二
金
法
一
一
一
九
六
口
万
二
三
氏
(
自
分
の
当
座
取
引
口
座
の
使
用
を
許
諾
し
て
い
た
。
振
出
人
は
、

名
称
借
用
者
の
方
で
あ
る
と
し
て
、
名
義
貸
与
者
に
対
す
る
請
求
棄
却
)
、
高
松
高
判
昭
和
三
九
・
一
・
二
二
高
民
集
一
七
巻
一
号
一
一
一

O
真、

判
時
三
七
五
号
七
回
一
災
、
判
タ
一
六
二
口
万
一
一
四
一
良
、
金
法
三
六
七
号
六
支
(
税
務
対
策
か
ら
、
他
人
に
自
己
の
名
称
を
用
い
た
手
形
行
為
を

許
諾
。
民
法
一

O
九
条
と
商
法
二
三
条
の
規
定
の
趣
旨
の
類
推
に
よ
り
、
名
称
使
用
許
諾
者
の
責
任
肯
定
。
な
お
、
保
護
さ
れ
る
の
者
の
範
囲

商
法
二
二
一
条
と
手
形
行
為

六
五



ムハ
L

ハ

に
つ
き
、
振
出
人
か
ら
直
接
手
形
を
取
得
し
た
者
に
限
定
せ
ら
れ
る
旨
を
明
言
)
、
東
京
地
判
昭
和
四
一
・
凶
・
六
・
判
タ
一
九
一
一
一
号
一
五
七

頁
(
自
己
名
義
で
当
座
取
引
を
為
す
こ
と
を
許
諾
。
商
法
二
三
条
の
法
意
に
よ
っ
て
名
義
使
用
許
諾
者
の
責
任
肯
定
)
、
大
阪
高
判
昭
和
四
四
・

一
0
・
二
八
判
時
五
九
八
日
す
八
九
百
(
(
自
己
名
義
の
当
座
勘
定
口
座
の
手
形
行
為
に
つ
い
て
の
使
用
を
黙
許
し
て
い
た
。
商
法
二
三
条
の
類
推

適
用
に
よ
る
黙
許
者
の
責
任
肯
定
)
。

(
却
)
裁
判
集
八
七
号
九
四
一
頁
、
判
例
時
報
間
八
七
口
万
五
六
賞
、
金
融
渋
務
事
情
四
八
一
一
一
号
一
一
二
賀
、
金
融
商
事
判
例
六
一
四
号
四
真
。

(
幻
)
鴻
・
昭
和
国
一
・
四
二
年
度
重
判
一
九
四
一
良
。
鈴
木
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
四
七
号
二
一
一
九
真
。
位
野
木
・
金
法
五
O
一
号
八
頁
。
川
村
，
島

小
八
円
・
手
形
研
究
一
一
巻
一
二
号
回
二
一
員
。
由
一
同
・
手
形
小
切
手
判
例
百
選
(
新
版
・
増
補
)
一
一
六
六
頁
。
並
木
・
金
判
六
七
号
ニ
頁
。
米
沢
・
判

評
一
一
八
号
二
ニ
六
頁
。
千
種
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
一
七
八
叫
す
一
二
一
頁
、
同
金
法
四
八
七
号
二
九
真
、
長
谷
部
・
金
法
五
一
二
九
号
二
一
夜
。

(
包
)
前
注
(
初
)
判
例
の
世
一
定
一
民
審
で
あ
る
大
阪
高
判
昭
和
四
一
二
・
三
・
二
九
金
法
五
二
一
号
四
六
頁
。
東
京
高
判
昭
和
白
人
・
一

0
・
二
一
金
高

一
一
一
九
七
号
九
頁
。
ま
た
、
比
較
的
最
近
に
、
東
京
高
判
昭
和
五
八
・
八
・
一
判
時
一
二
三
号
一
四
三
頁
が
出
さ
れ
た
c

(
お
)
圧
倒
的
多
数
で
あ
る
。

(
出
)
大
阪
高
判
昭
和
四
回
・
一

0
・
二
八
下
口
氏
集
二

O
巻
九
・
一

O
号
七
七
三
頁
、
判
時
五
九
三
号
八
九
夏
、
判
タ
二
四

O
口
万
一
五
一
真
、
金

法
五
六
六
号
二
四
頁
(
自
己
名
義
に
よ
る
銀
行
取
引
l
i
l
-
当
康
預
金
口
座
開
設
、
手
形
振
出
し
|
|
|
の
許
諾
。
商
法
二
三
条
類
推
に
よ

り
名
義
使
用
許
諾
者
の
責
任
肯
定
)
。
東
京
高
判
昭
和
間
四
・
二
了
二
五
下
氏
集
二

O
巻
一
一
・
一
二
号
九
五
四
頁
、
判
時
五
一
二

O
号
七
九
百
(
、

判
タ
二
四
六
号
三
一
一
員
、
金
法
五
七

O
号
二
六
頁
(
自
己
の
当
座
預
金
口
座
利
用
の
手
形
振
出
し
の
許
諾
。
商
法
二
三
条
の
類
推
に
よ
り
許
諾

者
に
責
任
を
認
め
る
。
)
。
そ
の
他
、
東
京
地
判
昭
和
四
五
・
一

0
・
六
判
時
六
二
ニ
号
八
七
百
二
民
法
一

O
九
条
類
推
に
よ
る
責
任
肯
定
)
0

東
京
高
判
昭
和
四
五
・
一
二
・
二
七
金
法
五
八
一
口
万
二
八
頁
(
商
法
二
一
二
条
の
準
用
に
よ
る
責
任
肯
定
)
。
札
幌
地
判
昭
和
田
五
・
一
一
・
一
八

判
時
六
一
九
号
八
八
頁
(
商
法
二
一
二
条
適
用
を
認
め
る
コ
福
岡
高
判
昭
和
四
六
・
六
・
二
八
判
時
六
四
七
号
八
一
一
貝
(
商
法
二
一
一
一
条
類
推
適
用
)
。

東
京
高
判
昭
和
四
七
・
一
一
・
二
九
判
タ
二
九
一
号
三
回
三
頁
(
商
法
二
一
一
一
条
類
推
適
用
)
。

(
部
)
判
時
九
八
二
号
一
四
回
頁
、
判
タ
四
二
五
号
七
四
頁
、
金
法
九
四
三
号
四

O
頁
、
金
商
六

O
六
口
万
九
真
。
評
釈
は
多
い
が
、
米
沢
・
民
商

八
四
巻
八
号
四
O
二一一貝等。



学
説
の
状
況

一
般
に
営
業
に
際
し
て
行
な
わ
れ
る
の
が
当
然
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
同

法
に
い
う
「
其
の
取
引
に
因
り
て
生
じ
た
る
債
務
」
に
当
然
含
ま
れ
る
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
て
い
る

)
O

そ
し
て
、
〈
二
〉
の
場
合
に
は
、

前
述
〈
一
〉
の
類
型
の
場
合
、
商
法
二
三
条
の
「
適
用
」
に
よ
り
名
板
貸
人
の
手
形
上
の
責
任
を
認
め
る
こ
と
に
、
学
説
は
ほ
ぼ
一
致

し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
手
形
取
引
は
、

手
形
行
為
は
絶
対
的
商
行
為
と
さ
れ
て
い
る
が
、
営
業
性
は
前
提
に
は
な
っ
て
い
な
い
た
め
、
し
た
が
っ
て
手
形
行
為
自
体
か
ら
そ
の
行

為
者
の
営
業
主
た
る
外
観
は
生
じ
ず
、
商
法
二
三
条
の
責
任
要
件
で
あ
る
と
こ
ろ
の
営
業
主
で
あ
る
と
い
う
外
観
の
存
在
に
欠
け
る
た
め
、

同
法
の
ス
ト
レ
ー
ト
な
「
適
用
」
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
区
別
が
な
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
む
o

な
お
、
〈
三
〉
に
つ
い
て
は
、
手
形

取
得
者
の
側
か
ら
は
、
名
義
貸
与
者
を
手
形
行
為
者
で
あ
る
と
誤
認
し
た
の
で
あ
っ
て
、
営
業
主
で
あ
る
と
誤
認
し
た
の
で
は
な
い
と
い

う
理
由
で
〈
二
〉
の
類
型
に
分
類
す
る
考
え
方
が
多
い
と
い
え
よ
う
。

現
在
、
学
説
上
、
最
も
論
議
が
な
さ
れ
て
い
る
の
は
、
〈
二
〉
の
類
型
の
場
合
に
、
果
た
し
て
手
形
行
為
に
対
し
て
商
法
二
三
条
の
(
類

推
)
適
用
が
認
め
ら
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
理
論
構
成
に
よ
り
名
板
貸
人
の
責
任
を
認
め
る
べ
き
な
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て

で
あ
る
οl 

名
板
貸
人
の
責
任
の
理
論
構
成
1
1
1
1
類
型
〈
一
〉

類
別
一
〈
一
〉
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
通
り
、
名
板
貸
人
が
商
法
二
三
条
の
「
適
用
」
に
よ
り
手
形
上
の
責
任
を
負
う
こ
と
は
当
然
の
よ

う
に
説
か
れ
て
き
た
。
だ
が
、
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

営
業
に
つ
い
て
名
義
の
使
用
許
諾
が
あ
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
名
板
借
入
の
手
形
行
為
に
よ
っ
て
名
板
貸
人
が
「
営
業
主
」
た
る
外

観
を
必
ず
し
も
備
え
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
〈
一
〉
の
類
型
中
、
営
業
と
無
関
係
に
手
形
行
為
が
な
さ
れ
た
場
合
を
〈
一
一
一
〉

商
法
二
三
条
と
手
形
行
為

六
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」
ノ
ー
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と
し
て
分
け
る
の
は
、
ま
さ
に
商
法
二
三
条
の
責
任
要
件
の
内
、
「
帰
責
事
由
」
た
る
『
営
業
に
つ
い
て
の
名
義
使
用
許
諾
』
要
件
は
あ
っ

て
も
、
第
二
の
要
件
で
あ
る
『
外
観
』
が
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
に
特
色
を
見
出
す
か
ら
こ
そ
で
あ
る
。

営
業
に
つ
い
て
の
名
義
使
用
許
諾
が
あ
っ
て
、
営
業
に
関
し
て
手
形
行
為
が
な
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
商
法
二
三
条
に
よ
っ
て
名

板
貸
人
が
責
任
を
負
う
た
め
に
は
、
そ
の
手
形
取
引
の
際
に
、
名
板
貸
人
が
営
業
主
で
あ
る
と
い
う
外
観
を
生
じ
て
い
る
こ
と
が
必
須
で

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
要
件
と
『
第
三
者
の
誤
認
』
の
要
件
が
満
た
さ
れ
た
上
で
、
初
め
て
名
板
貸
人
の
責
任
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

通
常
は
、
原
因
関
係
(
営
業
行
為
)
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
(
資
材
の
購
入
契
約
締
結
と
同
時
に
、
代
金
決
済
手
段
と
し
て
手
形
を
振
出

す
(
裏
書
き
す
る
)
と
い
う
よ
う
に
)
い
る
た
め
、
名
板
借
入
が
な
し
た
手
形
取
引
の
際
に
「
営
業
主
た
る
外
観
」
の
要
件
が
備
わ
っ
て

い
る
こ
と
が
殆
ど
で
あ
ろ
円
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
〈
一
〉
の
類
型
の
場
合
に
は
「
営
業
主
た
る
外
観
」
の
要
件
に
、
全
く
触

れ
な
い
の
は
疑
問
で
あ
る
と
考
え
記
。

そ
う
考
え
る
と
、
こ
れ
ま
で
当
然
の
よ
う
に
商
法
二
三
条
の
適
用
が
考
え
ら
れ
て
き
た
こ
〉
に
も
、
「
営
業
主
た
る
外
観
」
が
存
在

す
る
場
合
と
、
そ
う
で
な
い
場
合
と
を
分
け
て
、
名
板
貸
人
の
責
任
の
根
拠
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
旬
。
名
板
貸
人
が
責
任
を
負
う
第

三
者
の
範
囲
の
開
高
が
関
係
す
る
が
、
も
し
、
第
三
者
の
範
囲
に
名
板
借
入
と
の
直
接
の
取
引
相
手
方
以
外
の
手
形
の
第
三
取
得
者
を
も

含
む
と
す
れ
ば
、
私
見
で
は
、
貸
与
さ
れ
た
名
義
が
商
号
で
は
な
く
個
人
名
で
あ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
特
に
、
手
形
の
第
三
取
得
者
に

つ
い
て
は
「
営
業
主
た
る
外
観
」
の
要
件
が
満
た
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
場
合
に
は
名
板
貸
人
の
責
任
の
根

拠
は
二
三
条
の
「
適
用
」
で
は
な
く
類
推
適
用
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
わ
が
ぶ
}
。

2 

名
板
貸
人
の
責
任
の
理
論
構
成
|
|
|
類
型
〈
二
〉

類
型
〈
二
〉
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
学
説
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
商
法
二
三
条
の
(
拡
大
的
)
適
用
説
、
商
法
二
三
条
の
類
推
適
用
説
、



表
見
代
理
(
類
推
)

-
表
見
法
理
(
表
見
的
代
行
機
関
の
構
成
を
含
む
)
に
よ
る
説
、
そ
し
て
最
近
新
た
に
商
法
二
合
一
条
を
制
限
的
に
類

推
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
説
等
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。

商
法
二
三
条
の
「
適
用
」
に
よ
る
べ
き
だ
と
す
る
説
は
、
商
法
二
三
条
の
制
定
趣
旨
は
外
観
信
頼
保
護
に
あ
り
、
事
実
と
異
な
る
外
観

を
作
出
す
る
に
つ
き
帰
貫
一
事
由
の
あ
る
者
に
外
観
通
り
に
責
任
を
負
わ
せ
る
と
い
う
禁
反
言
の
原
則
、
あ
る
い
は
表
見
責
任
法
理
を
表
明

し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
そ
の
趣
旨
を
生
か
す
べ
く
積
極
的
に
拡
張
解
釈
す
る
べ
き
あ
る
こ

U
ゃ
、
手
形
所
持
人
の
側
か
ら
は
名
義
人
が
な

し
た
名
称
使
用
許
諾
が
営
業
に
つ
い
て
の
も
の
な
の
か
、
手
形
に
つ
い
て
の
み
の
も
の
な
の
か
に
よ
る
区
加
は
不
合
理
で
あ
る
こ
と
等
を

根
拠
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
適
用
の
効
果
と
し
て
は
、
名
板
貸
人
の
連
帯
責
任
を
血
同
定
す
る
。

商
法
二
三
条
の
類
推
適
用
説
は
、
名
板
貸
人
の
責
任
が
外
観
保
護
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
名
板
借
入
が
営
業
を
行

な
っ
て
商
人
で
あ
る
場
合
に
限
定
す
る
積
極
的
理
由
は
乏
し
く
、
名
板
借
入
が
商
人
で
な
い
場
合
に
も
同
条
を
類
推
す
べ
き
で
あ
り
、
そ

う
だ
と
す
れ
ば
、
手
形
行
為
の
た
め
に
だ
け
に
名
義
を
貸
し
た
場
合
に
も
、
同
条
を
類
推
適
用
し
て
名
板
貸
人
の
手
形
金
支
払
い
の
責
任

を
肯
定
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
ィ
、
商
法
二
三
条
で
い
う
営
業
の
意
義
は
企
業
取
引
の
主
体
で
あ
る
営
業
主
(
商
人
)
に
つ
い
て
、
多
く
の

利
害
関
係
人
に
影
響
を
与
え
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
外
観
的
営
業
主
に
一
定
の
要
件
の
も
と
で
真
実
の
営
業
主
と
連
帯
し
て
責
任
を
負
わ

せ
る
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
り
、
手
形
行
為
の
よ
う
に
、
そ
れ
自
体
は
企
業
組
織
に
関
す
る
も
の
で
な
い
と
し
て
も
、
多
く
の
利
害
関
係
人

の
法
律
関
係
の
基
礎
と
な
る
法
律
関
係
を
生
じ
る
法
律
行
為
に
つ
い
て
外
観
的
主
体
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
他
人
に
承
諾
し
た
者
は

名
板
貸
人
と
同
様
に
、
自
己
を
手
形
行
為
者
と
信
頼
し
て
手
形
を
取
得
し
た
者
な
ど
に
対
し
て
、
手
形
行
為
者
と
し
て
の
責
任
を
負
う
べ

き
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
商
法
二
三
条
は
、
営
業
に
つ
い
て
の
許
諾
を
要
件
と
し
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
営
業
に
つ
い
て
の
許
諾
そ
の

も
の
が
重
要
で
あ
る
か
ら
で
は
な
く
て
、
営
業
に
つ
い
て
の
許
諾
の
結
果
、
第
三
者
が
名
板
貸
人
を
し
て
取
引
行
為
の
主
体
と
誤
認
せ
し

商
法
二
一
一
一
条
と
手
形
行
為

六
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七。

め
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
そ
の
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
か
ら
、
第
三
者
が
行
為
の
主
体
を
名
義
人
で
あ
る
と
誤
認
す
る
よ
う
な
取
引
上

の
外
観
が
客
観
的
に
存
在
す
れ
ば
同
条
を
類
推
す
べ
き
基
礎
が
あ
恥
、
な
ど
を
理
由
と
し
て
上
げ
て
い
る
。

ま
た
、
名
称
使
用
許
諾
者
の
責
任
は
、
自
己
の
名
義
の
使
用
許
諾
を
帰
責
原
因
と
す
る
権
利
外
観
法
理
に
基
づ
く
責
任
と
解
す
べ
き
で

あ
り
、
同
法
理
を
背
景
に
し
て
い
る
商
法
二
一
一
一
条
の
類
推
適
用
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
説
も
、
こ
の
範
瞬
時
に
入
る
見
解
で
あ
ろ
、
っ
。

表
見
代
理
(
類
推
)
・
表
見
法
理
に
よ
る
耕
は
、
商
法
二
三
条
に
い
う
営
業
と
は
、
事
業
を
営
む
こ
と
を
い
い
、
単
に
手
形
行
為
を
な

す
に
つ
い
て
の
名
義
使
用
の
許
諾
は
営
業
の
許
諾
と
は
一
言
い
難
い
こ
と
、
ま
た
、
同
条
に
よ
っ
て
信
頼
が
保
護
さ
れ
る
外
観
は
、
名
板
貸

人
が
営
業
主
で
あ
る
と
い
う
表
見
的
事
実
で
あ
り
、
そ
こ
に
責
任
の
逮
帯
の
基
礎
が
あ
る
が
、
手
形
行
為
自
体
は
営
業
を
前
提
と
し
て
い

な
い
た
め
そ
の
行
為
者
が
営
業
主
で
あ
る
こ
と
の
外
観
は
必
ず
し
も
生
じ
ず
、
名
板
借
入
・
名
板
貸
人
の
連
帯
責
任
と
い
う
こ
と
な
ら
ば

賛
成
で
き
な
…
円
と
し
て
、
名
義
使
用
許
諾
に
署
名
代
行
を
さ
せ
る
趣
旨
が
含
ま
れ
て
い
る
と
き
は
機
関
に
よ
る
手
形
行
為
の
問
題
と
し
て

解
決
し
、
自
己
の
氏
名
を
行
為
者
が
別
名
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
を
許
諾
し
た
に
す
ぎ
な
い
場
合
に
は
署
名
代
行
権
あ
る
も
の
と
の
第
二
一

者
の
信
頼
保
護
を
は
か
る
た
め
、
表
見
機
関
に
よ
る
手
形
行
為
の
問
題
と
し
て
解
決
す
べ
き
で
あ
り
、
表
見
代
理
な
い
し
一
般
表
見
法
理

に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
そ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
表
見
的
(
代
行
)
機
関
と
し
て
の
責
任
の
考
え
方
は
、
名

義
借
用
者
に
対
し
て
実
際
に
は
手
形
行
為
の
代
行
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
名
義
の
貸
与
な
ど
の
事
情
に

よ
っ
て
、
あ
た
か
も
名
義
借
用
者
に
権
限
が
あ
る
も
の
と
第
三
者
が
考
え
る
と
が
相
当
な
と
き
は
、
表
見
機
関
の
問
題
と
な
っ
て
、
本
人

(
名
義
貸
与
者
)
は
手
形
上
の
糞
任
を
免
れ
得
な
い
こ
と
に
な
る
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

最
近
喜
多
教
授
が
唱
え
ら
れ
た
制
限
的
類
推
適
用
説
は
、
恭
本
的
に
は
二
三
条
の
適
用
・
類
推
適
用
を
認
め
る
が
、
前
述
の
二
三
条
適

用
説
や
二
三
条
類
推
適
用
説
に
よ
る
と
全
く
「
歯
止
め
」
が
か
か
ら
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
そ
れ
は
妥
当
で
は
な
い
と
し
た
上
で
、



「
一
固
ま
た
は
数
回
の
取
引
は
非
取
引
的
行
為
(
た
と
え
ば
、
従
業
員
の
各
種
サ
ー
ク
ル
に
よ
る
対
抗
競
技
活
動
)
に
限
る
名
義
使
用
は
「
営

業
を
為
す
こ
と
」
の
許
諾
範
囲
に
も
ち
ろ
ん
含
ま
れ
な
い
が
、
営
業
の
目
的
た
る
行
為
で
な
く
て
も
、
同
種
の
取
引
的
行
為
(
た
と
え
ば

手
形
行
為
)
を
反
復
継
続
す
る
に
つ
い
て
名
義
使
用
の
包
括
的
(
ひ
と
ま
と
め
の
)
許
諾
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
に
よ
り
い
わ
ゆ
る
「
信

頼
の
客
観
的
基
礎
」
が
形
成
さ
れ
る
の
で
、
本
条
の
類
推
適
用
範
囲
に
入
る
と
解
さ
れ
る
サ
)
と
い
う
形
で
〈
二
〉
の
類
型
に
属
す
る
も
の

の
う
ち
、
商
法
二
三
条
の
類
推
適
用
に
な
じ
む
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
を
区
別
し
よ
う
と
す
る
主
張
で
あ
説
。

基
本
的
に
は
、
二
三
条
の
類
推
適
用
説
が
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

帰
責
任
事
由
と
し
て
の
「
営
業
に
つ
い
て
の
名
義
の
使
用
許
諾
」
と
い
う
要
件
が
欠
け
て
い
る
以
上
、
純
粋
に
二
三
条
を
適
用

す
る
こ
と
は
疑
問
が
あ
る
。
次
に
、
表
見
代
理
(
ま
た
は
そ
れ
の
類
推
)
と
い
う
構
成
は
、
名
板
借
人
が
自
分
の
た
め
に
行
為
す
る
意
思

を
持
っ
て
い
る
こ
と
や
、
第
三
者
の
信
頼
の
対
象
が
、
名
板
借
入
に
代
理
権
限
が
あ
る
こ
と
へ
の
信
頼
と
い
う
よ
り
も
名
板
借
入
の
行
為

に
よ
っ
て
作
出
さ
れ
た
外
観
そ
の
も
の
に
向
っ
て
い
る
点
か
ら
、

ま
ず
、

実
態
に
合
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

類
推
適
用
説
の
論
拠
の
一
つ
と
し
て
、
前
記
の
よ
う
に
、
「
商
法
二
三
条
は
、
営
業
に
つ
い
て
の
許
諾
を
要
件
と
し
て
は
い
る
が
、
そ

れ
は
そ
の
営
業
に
つ
い
て
の
許
諾
そ
の
も
の
が
重
要
で
あ
る
か
ら
で
は
な
く
て
、
営
業
に
つ
い
て
の
許
諾
の
結
果
、
第
三
者
が
名
板
貸
人

を
し
て
取
引
行
為
の
主
体
と
誤
認
せ
し
め
る
こ
と
に
な
る
そ
の
こ
と
が
重
要
で
あ
」
り
、
「
営
業
を
な
す
こ
と
自
体
に
つ
い
て
名
義
使
用

の
許
諾
が
な
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
第
三
者
が
行
為
の
主
体
を
名
義
人
で
あ
る
と
誤
認
す
る
よ
う
な
取
引
上
の
外
観
が
客
観
的
に
存
在
す

れ
ば
、
商
法
二
三
条
の
適
用
あ
る
い
は
、
そ
の
法
文
の
文
一
言
を
厳
密
に
扱
う
な
ら
ば
、
類
推
す
べ
き
基
礎
は
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
マ
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
説
得
力
の
あ
る
考
え
で
あ
る
が
、
問
題
は
ど
の
よ
う
な
状
況
が
あ
れ
ば
「
第
三
者
が
行
為
の
主
体
を

名
義
人
で
あ
る
と
誤
認
す
る
よ
う
な
取
引
上
の
外
観
が
客
観
的
に
存
在
す
る
」
と
い
え
る
か
で
あ
ろ
う
。

商
法
二
一
一
一
条
と
手
形
行
為
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七

喜
多
教
授
が
制
限
的
類
推
適
用
説
を
打
出
さ
れ
た
の
も
、
あ
ま
り
に
広
範
囲
に
上
述
の
様
な
状
況
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
に
な
り
は
し

な
い
か
と
い
う
点
を
危
慎
さ
れ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

手
形
行
為
に
つ
い
て
商
法
二
一
一
一
条
の
適
用
、
あ
る
い
は
類
推
適
用
を
考
え
る
場
合
、
ま
ず
念
頭
に
置
く
べ
き
こ
と
は
、
同
法
は
、
外
観

法
理
の

a

発
現
形
態
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
外
観
法
理
に
あ
っ
て
は
、
第
一
に
外
観
の
存
在
、
第
二
に
外
観
作

出
に
つ
い
て
の
帰
寅
事
由
の
存
在
、
第
三
に
第
三
者
の
外
観
に
対
す
る
信
頼
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

商
法
二
三
条
は
背
業
に
関
し
て
名
義
の
貸
与
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
帰
寅
事
由
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
河
法
の
適
用
要
件
と
し
て
、
名

板
貸
人
が
営
業
主
で
あ
る
と
い
う
外
観
の
存
在
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
外
観
へ
の
第
三
者
の
信
頼
(
名
板
借

人
を
名
板
貸
人
と
誤
認
す
る
こ
と
)
が
あ
っ
た
と
き
に
名
板
貸
人
の
責
任
が
認
め
ら
れ
る
。
商
法
二
三
条
の
趣
旨
・
目
的
か
ら
は
、
取
引

の
安
全
の
社
会
的
要
求
に
資
す
る
よ
う
に
で
き
る
限
り
広
い
適
用
範
閥
を
認
め
る
解
釈
が
適
当
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
が
無
い
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
し
か
し
、
同
法
の
「
適
用
」
(
純
粋
な
適
用
)
は
、

や
は
り
明
確
な
枠
の
中
で
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
枠

を
決
定
す
る
際
に
、
欠
く
べ
か
ら
、
ざ
る
要
素
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
の
が
「
営
業
」
と
い
う
概
念
に
結
び
つ
い
た
前
記
の
適
用
要
件
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
名
義
の
貸
与
が
あ
っ
た
場
合
に
、
手
形
行
為
に
商
法
二
三
条
が
純
粋
に
適
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、

そ
の
判
断
は
理
論
的
に
は
明
快
で
あ
る
c

名
義
の
貸
与
は
「
営
業
に
つ
い
て
」
な
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
り
、
外
観
の
存
在
に
つ
い
て
い

え
ば
、
名
板
貸
人
が
「
営
業
主
」
で
あ
る
と
い
う
外
観
が
あ
る
か
ど
う
か
で
決
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
貸
与
さ
れ
た
名
義
を
用
い
て

な
さ
れ
た
手
形
行
為
に
関
し
て
い
え
ば
、
貸
与
・
名
義
使
用
状
況
に
か
か
わ
ら
ず
全
て
の
場
合
に
作
出
さ
れ
得
る
外
観
は
「
名
義
貸
与
者

が
(
手
形
)
行
為
の
主
体
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
貸
与
・
名
義
使
用
状
況
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
に
加
え
て
「
名
義
貸
与
者
が
営

業
主
で
あ
る
」
と
い
う
外
観
が
認
め
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後
者
が
存
在
す
る
と
き
に
限
り
、
商
法
二
三
条
が
適



用
さ
れ
得
る
こ
と
に
な
る
。
前
者
だ
け
の
場
合
は
、
同
条
の
類
推
適
用
が
可
能
か
ど
う
か
(
妥
当
か
ど
う
か
)

の
問
題
に
な
る
。

そ
の
と
き
に
、
戸
}
も
か
く
も
そ
の
名
義
人
が
手
形
行
為
者
で
あ
る
と
い
う
:
:
:
:
・
客
観
的
な
外
観
が
、
名
義
貸
与
者
の
許
諾
の
範
閉

で
な
さ
れ
る
名
義
借
入
の
取
引
自
体
に
よ
っ
て
つ
く
り
だ
さ
れ
て
い
れ
ば
、
商
法
二
三
条
を
類
推
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ

る。」

考
え
る
説
は
、
外
観
の
内
容
・
形
態
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
専
ら
名
義
貸
与
者
(
名
板
貸
人
)

の
帰
賞
事
由
を
中
心
に
類
推
の

可
否
を
決
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

商
法
二
三
条
の
類
推
適
用
と
い
う
か
ら
に
は
、

そ
れ
に
対
し
て
、
外
観
そ
の
も
の
を
も
問
題
に
す
る
の
が
喜
多
教
授
の
制
限
的
類
推
適
用
説
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
c

や
は
り
「
営
業
」
要
件
に
準
じ
た
要
件
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
c

た
と
え
ば
、
当

座
預
金
口
座
を
利
用
し
て
の
手
形
行
為
を
す
る
こ
と
の
許
諾
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
座
預
金
口
座
は
多
く
営
業
の
た
め
に
利
用
さ
れ

る
こ
と
か
ら
、
そ
の
頂
金
名
義
を
貸
与
す
る
こ
と
は
営
業
名
義
を
貸
与
す
る
こ
と
と
大
悲
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
状
況

が
あ
る
場
合
に
類
推
適
用
の
範
聞
に
入
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
継
続
性
や
反
復
性
が
考
え
ら
れ
に
く
い
形
で
一
回
限
り
の
手

形
行
為
が
な
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
と
き
に
は
、
類
推
適
用
の
範
囲
外
で
あ
り
、

一
般
の
表
見
法
理
に
よ
る
保
護
の
問
題
に
な
る
と
考
え
ら

れ
る
。
た
だ
し
、
現
実
に
は
一
回
限
り
の
手
形
行
為
が
な
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
取
引
の
外
形
上
、
通
常
は
継
続
・
反
復
性
が
予
想

さ
れ
る
と
き
に
は
、
商
法
二
三
条
の
類
推
の
範
聞
に
入
れ
て
差
支
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
当
座
預
金
口
座
が
関
係
す
る
場
合
に
は
、

二
三
条
の
類
推
適
用
の
範
聞
外
と
な
る
場
合
は
極
め
て
限
定
さ
れ
よ
う
の

商
法
二
一
一
一
条
の
類
推
と
い
お
う
と
、

一
般
の
表
見
法
理
と
い
お
、
っ
と
、
そ
れ
ら
の
内
容
が
定
ま
ら
な
け
れ
ば
単
な
る
ネ
ー
ミ
ン
グ
上
の

問
題
に
な
っ
て
し
ま
う
。

商
法
二
三
条
の
額
推
の
場
合
に
は
、
名
板
借
入
と
名
桜
貸
人
が
連
帯
し
て
債
務
を
負
い

(
不
真
正
連
帯
、
あ
る
い
は
合
同
債
務
で
あ
る

商
法
二
一
一
一
条
と
手
形
行
為

一七



七
四

と
い
わ
れ
て
い
る
)
、

(
叩
}
(
却
)

ま
た
、
同
法
の
解
釈
上
争
い
は
あ
る
が
第
三
者
の
主
観
的
要
件
と
し
て
善
意
無
重
過
失
で
足
り
る
こ
と
が
、
表
免

法
理
に
よ
る
場
合
と
異
な
る
も
の
と
解
さ
れ
よ
う
。
な
お
、
商
法
二
三
条
の
適
用
(
類
推
適
用
)
の
あ
る
第
三
者
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、

表
見
代
理
と
手
形
行
為
に
関
す
る
考
え
方
を
、

ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
あ
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
表
見
代
理
(
又
は
そ
の
類
推
適
用
)

の
場
合
の
方
が
、
第
三
者
の
範
囲
を
直
接
の
相
手
方
以
外
の
手
形
取
得
者
に

拡
大
す
る
に
当
た
り
、
理
論
面
で
の
困
難
さ
は
少
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
詳
細
な
検
討
は
他
日
に
譲
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
私

F

刊

ω
)

、

見
と
し
て
も
、
第
三
者
の
範
囲
を
直
接
の
相
手
方
に
限
る
必
要
は
な
く
、
要
件
さ
え
満
た
さ
れ
れ
は
手
形
の
第
三
取
得
者
が
商
法
二
三

の
場
合
よ
り
も
、
商
法
二
三
条
の
適
用
(
又
は
類
推
適
用
)

条
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
て
も
構
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

(
1
)

喜
多
「
手
形
行
為
名
義
貸
与
者
の
責
任
と
退
任
登
記
未
了
取
締
役
の
責
任
l
i
l
商
事
判
例
の
類
型
論
的
分
析
の
試
み

i
1
1
4
」
判
タ

六
六
九
号
五
頁
。
松
岡
(
誠
)
「
手
形
行
為
と
名
絞
貸
」
鈴
木
古
稀
記
念
・
現
代
商
法
学
の
課
題
(
中
)
九
一
一
一
一
一
良
c

(
2
)

鴻
・
商
法
総
則
(
補
正
版
)
一
九
O
頁
。
米
沢
・
名
板
貸
資
任
の
法
理
二
三
五
頁
。

(
3
)

同
前
c

な
お
、
米
沢
教
授
は
、
前
注

(
2
)
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
も
、
八
一
〉
〈
二
〉
の
両
類
型
に
共
通
の
こ
と
と
し
て
、
手
形
行
為
の
性

質
と
の
関
連
に
よ
り
、
「
厳
格
適
用
」
は
無
理
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
一
不
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
多
く
の
学
説
が
類
型
〈
一
〉

で
は
当
然
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
に
対
す
る
鋭
い
指
摘
で
あ
る
よ
う
に
患
わ
れ
る
。

(
4
)

永
井
・
昭
和
五
五
年
度
民
事
主
要
判
例
解
説
一
六
六
頁
。
米
沢
・
民
街
八
四
巻
三
号
四
O
六
頁
は
こ
の
立
場
を
取
る
。
異
見
、
高
烏
・
昭

和
五
五
年
度
重
判
一

O
六
百
只
(
営
業
主
の
誤
認
で
あ
る
と
す
る
)
。
な
お
、
森
本
・
商
法
へ
総
則
・
商
行
為
)
判
例
百
選
(
第
二
版
)
四
五
頁
は
、

本
併
を
指
し
て
、
最
高
裁
が
、
商
法
二
三
条
の
適
用
範
囲
を
営
業
の
上
で
の
名
義
貸
与
に
限
定
し
つ
つ
、
類
推
に
よ
り
こ
の
適
用
範
囲
を
若
手

拡
大
す
る
努
力
を
し
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。



(
5
)

営
業
の
概
念
は
多
様
で
あ
る
が
、
一
定
の
反
復
・
継
続
的
活
動
は
予
定
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

(
6
)

し
た
が
っ
て
、
通
常
は
、
こ
と
さ
ら
「
営
業
主
た
る
外
観
の
存
在
」
の
要
件
を
吟
味
す
る
こ
と
は
必
要
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
7
)

米
沢
・
前
注

(
3
)
。
教
授
は
「
手
形
行
為
は
絶
対
的
商
行
為
で
は
あ
る
が
(
商
法
五

O
一
条
四
号
)
、
そ
の
営
業
性
は
前
提
と
さ
れ
て
い

な
い
か
ら
、
手
形
行
為
に
つ
い
て
の
名
義
使
用
許
諾
は
必
ず
し
も
営
業
を
な
す
こ
と
の
許
諾
を
含
む
も
の
で
は
な
く
、
つ
ぎ
に
、
手
形
行
為
の

主
体
は
必
ず
し
も
営
業
主
た
る
商
人
で
あ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
か
ら
、
手
形
行
為
の
名
義
貸
与
に
よ
っ
て
は
か
な
ら
ず
し
も
表
見
的
営
業
主
た

る
外
観
が
作
出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
」
(
同
二
三
五
頁
)
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
。
た
だ
、
「
必
ず
し
も
」
外
観
が
作
出
さ
れ
な
い
と
一
言
う
こ
と

を
述
べ
ら
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
作
出
さ
れ
る
可
能
性
ま
で
否
定
さ
れ
る
趣
旨
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

(
8
)

も
っ
と
も
、
私
見
で
は
商
法
二
三
条
の
「
純
粋
」
適
用
と
、
「
類
推
」
適
用
と
で
、
要
件
や
効
果
を
変
え
る
こ
と
は
想
定
し
て
い
な
い
か
ら
、

純
粋
に
理
論
上
の
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
問
題
と
な
っ
て
る
取
引
に
よ
っ
て
生
じ
た
債
務
へ
の
商
法
二
三
条
の
適
用
を
考
え
る
と
き
に
は
、
ま

ず
本
文
で
述
べ
た
三
つ
の
要
件
の
チ
ェ
ッ
ク
か
ら
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。

(
9
)

直
接
の
相
手
方
に
限
る
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
以
外
の
手
形
の
第
三
取
得
者
ま
で
含
む
か
と
言
う
問
題
で
、
表
見
代
理
の
手
形
行
為
へ
の
適

用
に
関
し
て
論
議
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
が
蓄
え
よ
う
。

(
叩
)
田
辺
教
授
は
、
類
型
〈
一
〉
の
場
合
に
は
「
営
業
よ
り
生
じ
た
原
因
債
務
に
つ
い
て
は
商
法
二
三
条
が
適
用
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
な
さ
れ

た
手
形
行
為
に
は
同
条
が
類
推
適
用
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
」
と
さ
れ
る
が
(
田
辺
・
最
新
手
形
法
小
切
手
法
五
七
頁
)
、
類
型
〈
一
〉
と

類
型
〈
一
一
〉
を
「
自
己
の
名
義
の
使
用
許
諾
を
帰
責
原
因
と
す
る
権
利
外
観
法
理
」
で
も
っ
て
統
一
的
に
説
明
さ
れ
る
点
で
、
や
は
り
類
型
〈
一
〉

と
手
形
行
為
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
多
数
説
の
考
え
方
と
は
違
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
っ
て
お
ら
れ
る
と
解
さ
れ
る
。

(
日
)
こ
の
こ
と
|
|
|
〈
一
〉
の
場
合
で
も
「
営
業
主
た
る
外
観
」
の
検
討
が
問
題
に
な
る
|
|
|
は
、
米
沢
教
授
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
教
授
は
こ
〉
類
型
全
般
に
つ
い
て
、
商
法
二
三
条
の
適
用
場
面
で
あ
る
と
さ
れ
な
が
ら
、
「
厳
格
適
用
は
無
理
で
あ
る
」

と
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
「
営
業
主
た
る
外
観
」
の
存
在
は
、
商
法
二
三
条
の
適
用
の
要
件
で
あ
り
、
最
初
に
そ
れ
が
満
た
さ
れ
て

い
る
か
否
か
の
チ
ェ
ッ
ク
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
適
用
さ
れ
る
と
さ
れ
な
が
ら
、
厳
格
適
用
は
無
理
で
あ
る
と
い
う

用
語
法
に
は
注
意
が
必
要
だ
ろ
う
。

商
法
二
三
条
と
手
形
行
為

七
五



七
六

〈
ロ
)
田
中
(
誠
)
H
喜
多
・
全
訂
コ
ン
メ
ン
タ
i
ル
務
法
総
則
二
六
入
賞
。
本
間
・
民
商
六
一
巻
五
号
八
凶
頁
。
並
木
・
金
商
六
七
口
す
二
頁
。

石
田
(
築
)
*
金
商
六
一
人
号
五
五
頁
。

(
臼
)
問
中
(
誠
)
・
手
形
小
切
手
法
詳
論
(
上
)
一
八
二
百
刻
。
本
間
・
前
注
(
臼
)
八
二
一
頁
。

(
M
)

田
中
(
誠
)
前
注
(
日
)
一
八
二
頁
。

(
日
)
服
部
・
務
法
総
則
則
(
第
三
版
)
一
一
一
七
資
c

江
頭
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
五
五
号
一
二
二
頁
。
松
岡
(
誠
)
前
注

(
I
)
九
四
三
頁
c

関
山
・

ジ
ュ
リ
ス
ト
五
二
二
号
一
二
ハ
頁
。
木
内
・
金
商
四
O
九
口
万
二
頁
c
加
美
・
判
時
九
九
八
芳
一
八
六
頁
(
判
評
二
六
人
口
万
四
八
資
)
。
中
村
(
世
間
三
・

商
法
(
総
則
商
行
為
)
判
例
百
選
五
六
夏
、
邸
中
(
昭
)
・
甲
南
法
学
九
巻
一
・
二
号
一
一
一
二

O
頁
、
永
井
「
名
板
貸
人
の
責
任
」
商
法
の
争
点

一
七
頁
。
米
沢
・
前
注

(
2
)
一
一
三
五
頁
、
問
昭
和
四
四
年
度
重
要
判
例
解
説
九
六
頁
、
た
だ
し
、
米
沢
教
授
は
名
板
、
袋
入
に
認
め
ら
れ
る
責

任
は
、
外
観
信
頼
者
保
護
の
た
め
に
名
義
貸
与
者
の
責
任
を
認
め
る
理
論
構
成
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
実
質
的
手
形
行
為
者
た
る
名
義
使
用

者
の
責
任
を
問
題
と
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
向
者
の
手
形
上
に
お
け
る
連
帯
責
任
の
成
立
は
無
理
で
あ
る
と
い
う
点
を
強
調
さ
れ
る
(
喜

多
数
授
は
こ
の
見
解
に
対
し
て
疑
問
を
盟
さ
れ
る
。
喜
多
・
判
タ
六
六
九
口
万
七
頁
)
。

(
国
)
服
部
・
前
注
(
日
)
一
一
一
人
質
。

(
口
)
加
美
・
手
形
小
切
手
法
入
門
四
回
資
。

(
日
)
木
内
a

金
商
四
O
九
号
問
責
(
前
注
(
一
品
)
)
。

(日

a
)

周
辺
降
最
新
手
形
法
小
切
手
法
五
六
頁
。

(
m
w
)

鴻
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
一
九
八
口
万
三
八
二
真
。
島
・
手
形
小
切
手
判
例
百
選
(
第
三
版
)
四
四
百
ハ
。
中
馬
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
五
四
号
一
一
一
一
頁
。

菅
原
・
判
時
五
九
O
号
二
一
一
九
頁
(
判
評
二
一
一
六
号
一
一
一
三
頁
)
。
黄
・
下
級
審
商
事
判
例
一
詐
釈
(
昭
和
問
。
一
四
四
)
四
三
六
頁
c

(
加
)
鴻
勾
前
注
(
m
w
)
0

(
幻
)
菅
原
・
前
注
(
刊
日
)
0

(
詑
)
鈴
木
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
四
七
口
万
一
四
一
一
良
。
米
沢
'
名
板
貸
人
責
任
の
法
理
二
回
O
貨
は
、
商
法
二
三
条
の
類
推
適
用
に
よ
り
名
義
貸
与

者
の
手
形
上
の
素
任
を
認
め
る
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
し
て
責
任
が
あ
る
と
さ
れ
た
名
義
貸
与
者
の
責
任
発
生
の
漣
由
付
け
と
し
て
は
、



広
義
の
機
関
に
よ
る
自
己
自
身
の
手
形
行
為
に
よ
る
安
任
億
一
般
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
説
に
属
す
る
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。

(
お
」
喜
多
・
前
川
正
〈
l
)
七
頁
以
下
。

(
民
)
そ
し
て
、
一
般
限
り
の
手
形
行
為
の
様
な
場
合
は
、
名
義
貸
し
人
に
は
賞
作
が
な
く
、
そ
の
行
為
に
つ
い
て
は
民
法
一

O
九
条
が
適
用
な

け
れ
ば
、
名
義
使
用
者
が
単
独
で
他
人
の
氏
名
に
よ
る
手
形
署
名
者
と
し
て
責
任
を
負
う
か
と
い
う
問
題
を
生
じ
る
だ
け
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

喜
多
。
前
注

(
i
-

(
お
)
水
内
。
前
リ
沼
山
(
日
)
五
賀
、

u

な
お
、
同
‘
手
形
法
小
切
手
訟
第
二
版

F
C
O
頁
。
庄
「
手
形
行
為
と
商
法
二
一
一
一
条
の
適
用
」
商
事
法
の
現

代
的
課
題
(
窓
口
多
了
祐
先
生
退
官
記
念
論
文
集
)
二
一
九
頁
。

(
泌
)
木
内
島
口
門
前
。

(
幻
)
援
問
「
世
間
法
二
一
一
一
条
と
手
形
行
為
の
名
板
貸
」
産
大
法
学
一
巻
一
号
一
一
一
九
良
心

(
部
)
」
仏
政
e

p

前
、
れ
二
灼
)
一
二
郎
賞
は
、
「
現
在
は
、
手
形
の
共
同
振
山
山
人
に
つ
い
て
も
合
同
友
任
と
解
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
「
設
利
昭
和

二
一
六
・
七
叡
一
一
二
氏
築
工
息
巻
七
口
一
ワ
一
九
八
二
一
員
て
ま
し
て
や
、
ぞ
れ
以
上
に
主
観
的
共
同
関
係
を
欠
く
手
形
行
為
の
名
板
貸
の
場
合
が
、

民
法
問
一
一
一
二
条
以
一
「
の
遥
帯
債
務
で
あ
る
は
ず
が
な
い
(
も
っ
と
も
、
商
法
島
一
一
二
条
ー
自
体
、
本
当
の
連
帯
か
百
か
は
疑
わ
し
く
、
不
真
正
連
帯

債
務
で
は
な
い
か
と
忠
わ
れ
る
)
J
と
さ
れ
る
c

(
部
)
民
法
一

Ct一
九
条
と
商
法
二
一
二
条
の
、
外
観
信
頼
者
保
護
と
い
う
等
質
性
か
ら
等
し
く
善
意
無
過
尖
を
要
求
す
る
見
解
1
1
3
1
松
岡
(
正
て

民
商
殴
…
巻
五
号
九
O
資

(
却
〉
判
例
i
l
-
-

最
料
昭
和
田
一
・
一
・
二
七
民
集
二

O
巻
…
口
ち
一
一
一
一
民
の
立
場
で
も
あ
る
。
善
意
無
重
過
失
説
J
1
1
1

永
井
・
尚
法
一
総

別
事
前
行
為
)
れ
い
例
吉
選
(
第
二
版
)
四
七
百
円
乙

(
幻
)
民
法
一

C
九
条
と
商
法
二
一
一
一
条
の
規
定
は
、
ど
ち
ら
も
禁
反
詳
の
原
則
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
術
者
の
差
異
は
、
主
と
し
て
形

式
上
の
差
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
考
え
方
を
述
べ
る
も
の
と
し
て
、
小
町
谷
・
館
前
学
判
例
研
究
(
昭
和
二
八
年
)
二
四
六
頁
。

(
詑
」
木
内
台
前
一
江
(
日
)
は
、
表
晃
代
理
の
場
合
に
は
、
第
一
一
一
取
得
者
の
手
元
で
突
如
と
し
て
権
利
が
発
生
す
る
こ
と
の
説
明
と
、
第
三
取
得

商
法

4

一一一

七
七



七
人

者
が
代
理
権
の
存
在
を
信
じ
る
正
当
事
由
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
稀
で
あ
る
こ
と
が
第
三
者
の
範
囲
を
拡
大
す
る
に
当
た
っ
て
の
理
論
的
障
害
で

あ
る
が
、
名
板
貸
の
責
任
の
場
合
に
は
、
そ
の
責
任
は
も
と
も
と
二
次
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
手
形
と
と
も
に
流
通
し
て
い
く
と
考
え
る

必
然
性
が
な
く
、
ま
た
信
頼
の
対
象
で
あ
る
外
観
は
、
本
人
の
行
為
に
よ
り
作
出
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
手
形
の
記
載
そ
の
も
の
に
あ
る
の
だ

か
ら
、
誰
も
そ
れ
を
信
じ
得
る
正
当
な
事
由
が
あ
る
と
言
え
る
か
ら
だ
と
さ
れ
る
。
私
見
と
は
商
法
二
三
条
の
適
用
(
類
推
適
用
)
の
婆
件
に

つ
い
て
見
解
の
相
違
が
あ
り
、
そ
の
ま
ま
と
り
入
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
ポ
イ
ン
ト
を
つ
い
た
指
織
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

(
お
)
第
三
者
の
範
閣
を
手
形
の
第
三
取
得
者
ま
で
広
げ
る
に
当
た
り
、
商
法
二
三
条
の
「
誤
認
」
の
要
件
を
「
善
意
」
に
修
正
す
る
見
解
も
あ

る
。
永
井
「
手
形
行
為
と
商
法
二
三
条
」
中
央
大
学
百
周
年
記
念
論
文
集
三
二
六
賞
。

四

括

商
法
二
三
条
は
、
同
条
の
要
件
と
さ
れ
る
〔
ニ
営
業
に
つ
い
て
の
名
義
使
用
許
諾
、
〔
二
〕
名
板
貸
人
の
常
業
主
と
し
て
の
外
観
、
〔
一
二
〕

取
引
の
相
手
方
(
第
三
者
)
に
よ
る
営
業
主
の
誤
認
、
と
い
う
要
件
が
備
わ
っ
て
い
る
限
り
、
手
形
行
為
に
対
し
て
も
適
用
が
あ
る
。

同
条
は
、
名
板
貸
人
は
名
板
借
入
(
名
義
使
用
者
)
と
逮
帝
し
て
責
任
を
負
う
旨
を
規
定
し
て
い
る
が
、
そ
の
場
合
の
名
板
借
入
の
責

任
は
、
自
己
を
表
示
す
る
名
称
と
し
て
名
板
貸
人
の
名
称
を
手
形
に
記
載
し
た
こ
と
に
よ
る
、
自
ら
の
手
形
行
為
に
よ
る
手
形
上
の
責
任

で
あ
り
、
名
板
貸
人
の
そ
れ
は
表
見
法
理
に
よ
っ
て
直
接
に
負
担
す
る
手
形
債
務
で
あ
る
。
そ
し
て
、
両
債
務
が
連
帯
(
不
真
正
連
帯
、

ま
た
は
合
同
)
と
な
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

ま
た
、
第
三
者
の
範
間
、
及
び
い
っ
た
ん
成
立
し
た
名
板
貸
人
の
責
任
に
つ
い
て
は
、
表
見
代
理
と
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

営
業
に
つ
い
て
の
名
板
貸
が
な
さ
れ
た
と
き
に
名
板
借
入
が
そ
の
営
業
に
関
し
て
手
形
行
為
を
行
な
っ
た
場
合
に
は
、
一
門
そ
の
手
形
行



為
を
行
う
際
に
、
つ
ニ
、
〔
一
二
〕

の
要
件
が
備
わ
っ
て
い
れ
ば
商
法
二
三
条
の
「
適
用
」
に
よ
り
名
板
貸
人
の
責
任
が
肯
定
さ
れ
、
口
名

板
借
入
と
の
直
接
取
引
の
関
係
に
立
た
な
い
手
形
の
第
三
取
得
者
の
場
合
の
よ
う
に
、
名
披
貸
人
に
関
す
る
誤
認
が
単
に
「
手
形
行
為
の

主
体
」
と
し
て
の
も
の
で
、
「
営
業
主
」
に
関
す
る
も
の
で
な
い
場
合
に
は
、
同
条
の
類
推
適
用
に
よ
っ
て
名
板
貸
人
の
責
任
が
認
め
ら

れ
る
。名

称
の
使
用
許
諾
が
、
営
業
に
つ
い
て
で
は
な
く
、

単
に
手
形
取
引
に
関
し
て
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、

商
法
二
一
一
一
条
の
適
用
は
な
い
。

し
か
し
、
名
称
の
使
用
許
諾
が
当
座
勘
定
取
引
に
関
し
て
な
さ
れ
た
場
合
の
よ
う
に
、
営
業
に
関
す
る
許
諾
に
準
じ
て
考
え
ら
れ
る
よ
う

な
と
き
に
は
、
同
法
の
類
推
適
用
の
基
礎
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、

一
回
限
り
と
考
え
ら
れ
る
手
形
行
為
が
な
さ
れ
た
よ
う

な
と
き
に
ま
で
同
法
の
類
推
適
用
を
広
げ
る
の
は
疑
問
で
あ
り
、
そ
の
と
き
は
、
表
見
法
理
一
般
の
考
え
方
で
処
理
を
す
る
他
は
な
い
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

(
1
)

鴻
・
商
法
総
刻
(
補
正
版
)

法
学
九
巻
一
・
ご
号
一
一
二
三
頁
。

一
九
一
頁
c

島
谷
・
手
形
研
究
一
一
巻
一
一
一
号
二
回
一
民
。
田
中
(
昭
)

J
商
法
二
三
条
と
手
形
行
為
」
甲
南

(
2
)
問
中
(
昭
Y

前
注

(
1
)
一
一
一
八
頁
は
、
手
形
の
直
接
続
い
取
者
が
商
法
二
三
条
に
よ
り
名
板
貸
人
に
対
す
る
権
利
を
取
得
し
て
も
、

者
か
ら
手
形
を
議
り
受
け
た
第
三
取
得
者
は
、
中
打
仮
貸
人
に
対
す
る
権
利
を
ふ
継
で
き
な
い
と
さ
れ
る
。

そ
の

商
法
二
三
条
と
手
形
行
為

七
九


